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環境物品等の調達の推進に関する基本方針（案） 

 

 この基本方針は、国（国会、各省庁、裁判所等）及び国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律第２条第２項の法人を定める政令（平成１２年政令第５５

６号）に規定される法人（以下「独立行政法人等」という。）が環境負荷の低減に

資する原材料、部品、製品及び役務（以下「環境物品等」という。）の調達を総合

的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団

体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の

推進に努めることが望ましい。 

 なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、

この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。 

 

１．国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向【略】 

 

２．特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本

的事項【略】 

 

３．その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

(1) 調達の推進体制の在り方 

 各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとす

る。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者（各

省庁等にあっては局長（官房長）相当職以上の者）とするとともに、体制にはす

べての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部

局が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達

の推進体制を調達方針に明記する。 

 

(2) 調達方針の適用範囲 

 調達方針は原則として、各機関のすべての内部組織に適用するものとする。た

だし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理

由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調

達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。 

 

(3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等 

 調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者によ

る環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達

を着実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反

映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることによ

り、環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。 
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(4) 関係省庁等連絡会議の設置 

 環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関

間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。 

 

(5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施 

 調達実務担当者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための

意識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発な

どの積極的な実施を図る。 

 

(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供 

 環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめた

データベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情

報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークや、エコ

リーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報をの十分にな活用を図るとともにす

るなど、温室効果ガス削減のための新たな取組であるカーボン・オフセット認証ラベ

ル、カーボン・フットプリント表示を参考とするなど、できる限り環境負荷の低減に

資する物品等の調達に努めることとする。また、国は、各機関における調達の推進及

び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な

情報の提供と普及に努めることとする。 
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